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京都府では、第７次保健医療計画・第６期障害福祉計画等を踏まえ、ケアラー（家族）支援、
アウトリーチ事業（長期入院患者等退院後支援事業）、ピアサポーター事業、こころの健康推
進員事業、措置入院患者等の退院後支援に取り組んでいます。

令和５年度においても、オンライン会議や研修を活用しながら、当事者、家族、地域住民とと
もに地域包括ケア体制の構築を進めていきます。

精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築支援事業
自治体情報シート

当事者、家族、地域住民と協働した
重層的な地域包括ケア体制の構築

京都府
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京都府

１ 県、指定都市、中核市、特別区の基礎情報

基本情報（都道府県等情報）京都府
＜基本情報入力シート＞ 自治体名（記入してください→） 京都府

（※「■網掛け」部分及び「●」部分に半角数字で入力してく
ださい）

障害保健福祉圏域数（R５年４月時点） 6 か所

市町村数（R５年４月時点） 26 市町村

人口（R５年７月時点） 2,540,138 人

精神科病院の数（R５年６月時点） 20 病院

精神科病床数（R５年６月時点） 5,461 床

入院精神障害者数 合計 4,263 人

（R４年６月時点）
３か月未満（％：構成割合）

893 人

20.9 ％

３か月以上１年未満 703 人

（％：構成割合） 16.5 ％

１年以上（％：構成割合）
2,667 人

62.6 ％

うち６５歳未満 610 人

うち６５歳以上 2,057 人

退院率（R３年６月時点）

入院後３か月時点 61.4 ％

入院後６か月時点 83.5 ％

入院後１年時点 92.0 ％

相談支援事業所数 基幹相談支援センター数 19 か所

（R５年４月時点） 一般相談支援事業所数 183 か所

特定相談支援事業所数 343 か所

保健所数（R５年４月時点） 9 か所

（自立支援）協議会の開催頻度（R４年
度）

（自立支援）協議会の開催頻
度

1 回／年

精神領域に関する議論を
行う部会の有無

無

精神障害にも対応した地域包括ケアシス
テムの構築に向けた保健・医療・福祉関
係者による協議の場の設置状況（R５年４
月時点）

都道府県 有 1 か所

障害保健福祉圏
域

有 6 ／ 6 
か所／障害圏域

数

市町村 有 12 ／ 26 か所／市町村数

〈障害保健福祉圏域〉
圏域名 市町村名
丹後 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町
中丹 福知山市、舞鶴市、綾部市
南丹 亀岡市、南丹市、京丹波町

京都・乙訓 京都市、向日市、長岡京市、大山崎町
山城北 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町
山城南 木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村


圏域

																		〈障害保健福祉圏域〉 ショウガイホケンフクシケンイキ

																		圏域名 ケンイキメイ		市町村名 シチョウソンメイ

																		丹後 タンゴ		宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町 ミヤヅシ キョウタンゴシ イネチョウ ヨサノチョウ

																		中丹 チュウタン		福知山市、舞鶴市、綾部市 フクチヤマシ マイヅルシ アヤベシ

																		南丹 ナンタン		亀岡市、南丹市、京丹波町 カメオカシ ナンタンシ キョウタンバチョウ

																		京都・乙訓 キョウト オトクニ		京都市、向日市、長岡京市、大山崎町 キョウトシ ムコウシ ナガオカキョウシ オオヤマザキチョウ

																		山城北 ヤマシロ キタ		宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町 ウジシ ジョウヨウシ ヤワタシ キョウタナベシ クミヤマチョウ イデチョウ ウジタワラチョウ

																		山城南 ヤマシロミナミ		木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村 キヅガワシ カサギチョウ ワヅカチョウ セイカチョウ ミナミヤマシロムラ





経過

		項目 コウモク				H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30		R1		R2		R3		R4

		地域移行 チイキ イコウ

		アウトリーチ		医療型 イリョウ カタ

				保健型 ホケンガタ

				福祉型 フクシ ガタ

		ピアサポーター		活用 カツヨウ

				研修・会議 ケンシュウ カイギ

		家族支援 カゾク シエン		個別・集団 コベツ シュウダン

				訪問 ホウモン

		措置入院後退院後支援 ソチ ニュウイン アト タイイン アト シエン

		普及啓発 フキュウ ケイハツ

		体制整備 タイセイ セイビ

						構築推進事業を活用 コウチク スイシン ジギョウ カツヨウ

						他財源を活用 ホカ ザイゲン カツヨウ



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域相談支援として個別給付化

医療機関と各保健所等地域関係機関と退院前カンファレンスを実施し、退院後の地域生活支援について協議する


保健部分は、保健所や市町村（保健）がアウトリーチ活動
福祉部分は、市町村（福祉）や委託を受けた相談支援事業所等が活動

京都府内で当事者団体やピアサポータが活動
事業所単独でピアサポーターの養成等を実施

京都府退院支援事業（地域移行推進事業）
を相談支援事業所に委託して障害福祉圏域全域で実施していたが個別給付化に伴い
廃止

国のアウトリーチ推進
事業を活用して、２障害福祉圏域で医療機関に委託して実施（未治療、医療中断、長期入院者等が対象）

アウトリーチ推進事業を３障害福祉圏域で３医療機関に委託して実施（未治療、医療中断、長期入院者等が対象）

相談支援事業所に委託し、ネットワーク型のアウトリーチ推進事業をピアサポーターを活用して実施（未治療、医療中断、長期入院者等が対象）

精神科重症患者早期集中支援管理料
（診療報酬化）等を活用して、２障害福祉圏域２医療機関が引き続き、多職種アウトリーチを実施

・ピアサポータ－養成研修を府内の当事者、ピアサポーター、事業所と共に実行委員会方式で実施
・ピアサポート養成基礎研修の作成
・フォローアップのための交流会の企画

保健所の個別支援・集団支援（家族教室・家族交流会）・訪問指導
圏域の自立支援協議会精神部会等を活用した家族教室や家族交流会

ケアラーアセスメント票（家族のセルフチェック票）作成
ケアラーアセスメント票ガイドライン作成
家族支援実践研修会の開催

保健所精神保健福祉相談員のメリデン版訪問家族支援基礎研修修了者（7名）

措置入院患者等の退院後支援を保健所主体で実施

障害福祉圏域毎に精神保健福祉部会（精神領域に関する議論を行う部会）の設置
各圏域課題に取り組む


保健所地域包括ケア体制整備事業
保健・医療・福祉関係者の協議の場を活用した事業を実施するための各圏域で実施できる予算をつける

平成10年より、京都府の独自事業であるこころの健康推進員を養成し、各保健所圏域毎に市町村のグループワークやサロン事業を実施している


こころのサポーター養成事業



人材育成



精神保健福祉実践研修
各種養成講座と連動した精神保健医療福祉の技術を身につける実践的な研修

精神保健福祉専門研修
精神保健福祉の最新のトピックスや新たな知識・技法等の習得

精神保健福祉基礎研修
精神保健福祉に関する基礎的な知識・技術を身につける研修
（＝精神障害者の特性及びこれに応じた支援技法等に関する研修）

ピアサポート養成研修（基礎）
・京都府内で活動
　する当事者・ピ　
　アサポーター対
　象

家族支援実践研修

・家族支援に関わ　
　る支援機関・家　
　族相談員対象


こころの健康推進員現任者研修
・地域住民対象
・各保健所圏域毎に
　配置

アウトリーチ推進事業研修


認知・行動療法研修

依存症・思春期等セミナーや研修

新任精神保健福祉担当者研修
各公所等の新任精神保健福祉担当者等を対象にした研修

地域包括ケア関連研修（新）




image1.png
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2 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組概要（全体）

京都府

/令和５年度は、構築されたネットワークや資源を生かし、引き続き以下の事業に取り組む

１ 長期入院患者等退院後支援事業（アウトリーチ事業）
相談支援事業所がピアサポーターを活用した入院患者の地域移行の働きかけと保健所や医療機関等と

連携した未治療・医療中断者へのアウトリーチ事業を実施
２ 措置入院患者等の退院後支援事業

措置（緊急措置）入院患者について保健所が中心に関係者が連携し退院後支援計画を作成し、必要な支
援を実施

３ 精神障害者家族等専門支援事業
(1) メリデン版訪問家族支援の展開

基礎研修を修了した保健所相談員が各圏域で家族支援を実施。メリデン版訪問家族支援が実施できるよ
う引き続き研修に職員を派遣
(2) 家族支援実践研修会の実施

精神保健福祉センターの実践研修に位置づけ、家族相談員等に対する研修会を実施
４ 京都府ピアサポート養成研修の開催

府内当事者、ピアサポーター、大学教員、事業所と共に企画・運営する国に準じたピアサポート養成専門
研修の開催

５ 保健所地域包括支援体制整備事業
障害保健福祉圏域毎の保健・医療・福祉の協議の場において、各圏域の課題のための事業に取り組む

６ 地域包括ケアの市町村向け研修（会議）の実施
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京都府

３ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組の経緯

平成30年度
〇長期入院患者等退院後支援事業（アウトリーチ事業）開始
〇家族会、大学教員、府相談員でケアラーアセスメント票の作成開始
〇措置入院患者等の退院後支援を開始（保健所が実施主体）
〇ピアサポーター研修を開催
〇家族会（京家連）と共催で講演会を開催

令和元年度
〇精神保健福祉業務連絡会会議（保健所）において、国より地域包括ケアの進め方の説明
〇構築推進事業を活用した保健所地域包括ケア体制整備事業を開始
〇先進地の実践を学ぶピアサポーター育成研修会を開催（参加者：50名）
〇家族会、大学教員と共にケアラーアセスメント普及啓発事業を実施（参加者：北部44名、南部90名）

令和2年度
〇構築推進事業を活用した保健所地域包括ケア体制整備事業を実施
〇府内の当事者、ピアサポーターと共にピアサポーター育成研修を開催（参加者：50名）
〇家族が求める家族支援研修会を家族会、大学教員とともに開催（参加者：67名）

令和３年度
〇構築推進事業を活用した保健所地域包括ケア体制整備事業を実施
〇精神保健福祉センターの基礎研修として「精神障害者の障害特性及びこれに応じた支援技法等に関する研修」を実施（参加者：68名）
〇精神保健福祉センターの実践研修として「家族支援実践研修」を実施（参加者：83名）
〇地域住民（こころの健康推進員養成講座受講者、こころの健康推進員）を対象とした「こころのサポーター養成研修」を国と共催で実施（参加
者：23名、48名）
〇府内の当事者、ピアサポーター、大学教員、事業所と共にピアサポーター養成基礎研修を実施（参加者：66名）

令和４年度
〇構築推進事業を活用した保健所地域包括ケア体制整備事業を実施
〇精神保健福祉センターの基礎研修として「精神障害者の障害特性及びこれに応じた支援技法等に関する研修」を実施（参加者：72名）
〇精神保健福祉センターの実践研修として「家族支援実践研修」を実施（参加者：67名）
〇府内の当事者、ピアサポーター、大学教員、事業所と共に、ピアサポート養成基礎研修を実施（参加者：67名）
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京都府

３ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組の経緯
項目 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

地域移行

医療型

保健型

福祉型

活用

研修・会議

個別・集団

訪問

構築推進事業を活用
他財源を活用

体制整備

アウトリーチ

ピアサポーター

家族支援

措置入院後退院後支援

普及啓発

地域相談支援として個別給付化

医療機関と各保健所等地域関係機関と退院前カンファレンスを実施し、退院後の地域生活支援について協議する

保健部分は、保健所や市町村（保健）がアウトリーチ活動
福祉部分は、市町村（福祉）や委託を受けた相談支援事業所等が活動

京都府内で当事者団体やピアサポータが活動
事業所単独でピアサポーターの養成等を実施

京都府退院支援事業（地域移行推進事業）
を相談支援事業所に委託して障害福祉圏域
全域で実施していたが個別給付化に伴い
廃止

国のアウトリーチ推進
事業を活用して、２障害福祉
圏域で医療機関に委託して実
施（未治療、医療中断、長期
入院者等が対象）

アウトリーチ推進事業を３障害福祉
圏域で３医療機関に委託して実施
（未治療、医療中断、長期入院者等
が対象）

相談支援事業所に委託し、ネットワーク型のアウトリーチ推進事業
をピアサポーターを活用して実施（未治療、医療中断、長期入院者
等が対象）

精神科重症患者早期集中支援管理料
（診療報酬化）等を活用して、２障害福祉圏域２医療機関が引き続き、
多職種アウトリーチを実施

・ピアサポータ－養成研修を府内の当事者、ピアサポーター、事業所
と共に実行委員会方式で実施
・ピアサポート養成基礎研修の作成
・フォローアップのための交流会の企画

保健所の個別支援・集団支援（家族教室・家族交流会）・訪問指導
圏域の自立支援協議会精神部会等を活用した家族教室や家族交流会

ケアラーアセスメント票（家族のセルフチェック票）作成
ケアラーアセスメント票ガイドライン作成
家族支援実践研修会の開催

保健所精神保健福祉相談員のメリデン版訪問家族支援基礎研修修了者（7名）

措置入院患者等の退院後支援を保健所主体で実施

障害福祉圏域毎に精神保健福祉部会（精神領域に関する議論を行う部会）の設置
各圏域課題に取り組む

保健所地域包括ケア体制整備事業
保健・医療・福祉関係者の協議の場を活用した事業を実施するための各圏域で実施できる予算をつける

平成10年より、京都府の独自事業であるこころの健康推進員を養成し、各保健所圏域毎に市町村のグループワークやサロン事業を実施している
こころのサ
ポーター養成


経過

		項目 コウモク				H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30		R1		R2		R3		R4

		地域移行 チイキ イコウ

		アウトリーチ		医療型 イリョウ カタ

				保健型 ホケンガタ

				福祉型 フクシ ガタ

		ピアサポーター		活用 カツヨウ

				研修・会議 ケンシュウ カイギ

		家族支援 カゾク シエン		個別・集団 コベツ シュウダン

				訪問 ホウモン

		措置入院後退院後支援 ソチ ニュウイン アト タイイン アト シエン

		普及啓発 フキュウ ケイハツ

		体制整備 タイセイ セイビ

						構築推進事業を活用 コウチク スイシン ジギョウ カツヨウ

						他財源を活用 ホカ ザイゲン カツヨウ



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域相談支援として個別給付化

医療機関と各保健所等地域関係機関と退院前カンファレンスを実施し、退院後の地域生活支援について協議する


保健部分は、保健所や市町村（保健）がアウトリーチ活動
福祉部分は、市町村（福祉）や委託を受けた相談支援事業所等が活動

京都府内で当事者団体やピアサポータが活動
事業所単独でピアサポーターの養成等を実施

京都府退院支援事業（地域移行推進事業）
を相談支援事業所に委託して障害福祉圏域全域で実施していたが個別給付化に伴い
廃止

国のアウトリーチ推進
事業を活用して、２障害福祉圏域で医療機関に委託して実施（未治療、医療中断、長期入院者等が対象）

アウトリーチ推進事業を３障害福祉圏域で３医療機関に委託して実施（未治療、医療中断、長期入院者等が対象）

相談支援事業所に委託し、ネットワーク型のアウトリーチ推進事業をピアサポーターを活用して実施（未治療、医療中断、長期入院者等が対象）

精神科重症患者早期集中支援管理料
（診療報酬化）等を活用して、２障害福祉圏域２医療機関が引き続き、多職種アウトリーチを実施

・ピアサポータ－養成研修を府内の当事者、ピアサポーター、事業所と共に実行委員会方式で実施
・ピアサポート養成基礎研修の作成
・フォローアップのための交流会の企画

保健所の個別支援・集団支援（家族教室・家族交流会）・訪問指導
圏域の自立支援協議会精神部会等を活用した家族教室や家族交流会

ケアラーアセスメント票（家族のセルフチェック票）作成
ケアラーアセスメント票ガイドライン作成
家族支援実践研修会の開催

保健所精神保健福祉相談員のメリデン版訪問家族支援基礎研修修了者（7名）

措置入院患者等の退院後支援を保健所主体で実施

障害福祉圏域毎に精神保健福祉部会（精神領域に関する議論を行う部会）の設置
各圏域課題に取り組む


保健所地域包括ケア体制整備事業
保健・医療・福祉関係者の協議の場を活用した事業を実施するための各圏域で実施できる予算をつける

平成10年より、京都府の独自事業であるこころの健康推進員を養成し、各保健所圏域毎に市町村のグループワークやサロン事業を実施している


こころのサポーター養成事業



人材育成



精神保健福祉実践研修
各種養成講座と連動した精神保健医療福祉の技術を身につける実践的な研修

精神保健福祉専門研修
精神保健福祉の最新のトピックスや新たな知識・技法等の習得

精神保健福祉基礎研修
精神保健福祉に関する基礎的な知識・技術を身につける研修
（＝精神障害者の特性及びこれに応じた支援技法等に関する研修）

ピアサポート養成研修（基礎）
・京都府内で活動
　する当事者・ピ　
　アサポーター対
　象

家族支援実践研修

・家族支援に関わ　
　る支援機関・家　
　族相談員対象


こころの健康推進員現任者研修
・地域住民対象
・各保健所圏域毎に
　配置

アウトリーチ推進事業研修


認知・行動療法研修

依存症・思春期等セミナーや研修

新任精神保健福祉担当者研修
各公所等の新任精神保健福祉担当者等を対象にした研修

地域包括ケア関連研修（新）






精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業
（厚生労働省補助事業）の推進体制について

各圏域の自立支援協議会精神部会等

乙訓 山城北 山城南 南丹 中丹西 中丹東 丹後

各圏域の課題等を踏まえ、補助メニューを選択・実施
（補助メニュー：「家族支援」「アウトリーチ支援」「地域移行」「住まいの確保」「普及啓発」 等）

※各圏域の自立支援協議会精神部会等を厚生労働省指針で必須とされている「協議の場」と位置付け

第６期京都府障害福祉計画における精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム

○ 圏域毎に設置した保健、医療、福祉の協議の場について市町村にも設置を促すとともに、市町村

や市町村設置の協議の場と連携して、圏域の課題等に取り組みます。

＜事務局＞

（全体調整等） （課題報告等）

施策推進
のPDCA

京都府障害者施策推進協議会
（＝京都府障害者自立支援協議会）

障害者支援課

（サポート）

精保セン

人材育成
教育研修
技術支援

予算化
事業化
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京都府

３ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組の経緯

〇 令和４年度保健所地域包括ケア体制整備事業を活用した障害福祉圏域での取組実績

乙訓 山城南 南丹 丹後

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○

○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○ ○

中丹

山城南 南丹

障害福祉圏域 山城北

中丹西 中丹東 丹後
広域振興局　地域連携・振興部総務防災課

事業メニュー

保健所
乙訓 山城北 綴喜分室

①  保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置

②　普及啓発に係る事業

③　精神障害者の家族支援に係る事業

④　精神障害者の住まいの確保支援に係る事業

⑤　ピアサポートの活用に係る事業

⑥　アウトリーチ支援に係る事業

⑦　措置入院者及び緊急措置入院者の退院後の医療等の継続支援に係る事業

⑧　構築推進サポーターの活用に係る事業

⑨　精神医療相談に係る事業

⑩　医療連携体制の構築に係る事業

⑪　精神障害者の地域移行・地域定着関係職員に対する研修に係る事業

⑫　入院中の精神障害者の地域生活支援に係る事業

⑬　地域包括ケアシステムの構築状況の評価に係る事業

⑭　その他（地域包括ケアシステムの構築に資する事業）

※構築推進事業では⑭、その他（地域包括ケアシステムの構築に資する事業）として申請


4年間平均

				○　保健所地域包括ケア体制整備事業実績（令和元年度～令和4年度） ホケンショチイキホウカツタイセイセイビジギョウジッセキレイワモトネンドレイワネンド

						乙訓 オトクニ		山城北 ヤマシロキタ		綴喜分室 ツヅキブンシツ		山城南 ヤマシロミナミ		南丹 ナンタン		中丹西 チュウタンニシ		中丹東 チュウタンヒガシ		丹後 タンゴ		精保セン セイホ		合計 ゴウケイ

				令和元年度 レイワモトネンド		105,380		117,879				90,436		167,834		146,560		100,000						728,089

				令和２年度 レイワネンド		40,200		19,030		50,000		23,689		62,246		82,340						112,548		390,053

				令和３年度 レイワネンド		139,780		87,012		36,600		56,128		75,769		16,610		50,000		69,256		22,512		553,667

				令和４年度 レイワネンド		61,428		124,500		28,820		54,679		-		6,468		88,528		39,200		136,120		539,743

				平均 ヘイキン		86,697		87,105		28,855		56,233		76,462		62,995		59,632		27,114		67,795		552,888

																								61,432		（１カ所あたり） ショ





R4

				別紙様式1-①　事業実施計画書 ベッシヨウシキジギョウジッシケイカクショ

				保健所地域包括支援体制整備事業 ホケンショチイキホウカツシエンタイセイセイビジギョウ

				Ⅰ　事業実施計画書 ジギョウジッシケイカクショ

				保健所名 ホケンショメイ

				圏域名 ケンイキメイ

				担当者氏名 タントウシャシメイ

				電話 デンワ

				E-mail

				圏域における課題 ケンイキカダイ

				令和４年度保健所毎の実績 レイワネンドホケンショゴトジッセキ

				障害福祉圏域 ショウガイフクシケンイキ								乙訓 オトクニ		山城北 ヤマシロキタ				山城南 ヤマシロミナミ		南丹 ナンタン		中丹 チュウタン				丹後 タンゴ		精保セン セイホ

				保健所 ホケンショ								乙訓 オトクニ		山城北 ヤマシロキタ		綴喜分室		山城南 ヤマシロミナミ		南丹 ナンタン		中丹西 チュウタンニシ		中丹東 チュウタンヒガシ		丹後 タンゴ		精保セン セイホ

				広域振興局　地域連携・振興部総務防災課 コウイキシンコウキョクチイキレンケイシンコウブソウムボウサイカ

				事業メニュー ジギョウ

				①  保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置 ホケンイリョウフクシカンケイシャキョウギバセッチ								○		○		○		○		○		○		○		○

				②　普及啓発に係る事業 フキュウケイハツカカワジギョウ								○								○		○		○

				③　精神障害者の家族支援に係る事業 セイシンショウガイシャカゾクシエンカカワジギョウ																		○		○

				④　精神障害者の住まいの確保支援に係る事業 セイシンショウガイシャスカクホシエンカカワジギョウ																○

				⑤　ピアサポートの活用に係る事業

				⑥　アウトリーチ支援に係る事業 シエンカカワジギョウ										○		○										○

				⑦　措置入院者及び緊急措置入院者の退院後の医療等の継続支援に係る事業 ソチニュウインシャオヨキンキュウソチニュウインシャタイインゴイリョウトウケイゾクシエンカカワジギョウ																		○		○		○

				⑧　構築推進サポーターの活用に係る事業 コウチクスイシンカツヨウカカワジギョウ

				⑨　精神医療相談に係る事業 セイシンイリョウソウダンカカワジギョウ																		○		○		○

				⑩　医療連携体制の構築に係る事業 イリョウレンケイタイセイコウチクカカワジギョウ

				⑪　精神障害者の地域移行・地域定着関係職員に対する研修に係る事業										○		○						○		○

				⑫　入院中の精神障害者の地域生活支援に係る事業																						○

				⑬　地域包括ケアシステムの構築状況の評価に係る事業

				⑭　その他（地域包括ケアシステムの構築に資する事業）								○		○		○		○								○

				07報償費 ホウショウヒ								-		41,300		28,000		-		-		-		-		-		-		69,300

				08旅費 リョヒ								-		1,000		820		38,220		-		-		-		39,200		6,120		85,360

				10需用費 ジュヨウヒ								61,428		79,200		-		16,459		-		6,468		80,000		-		-		243,555

				11役務費 エキムヒ								-		3,000		-		-		-		-		8,528		-		130,000		141,528

				13使用料及び賃借料 シヨウリョウオヨチンシャクリョウ								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				18負担金 フタンキン								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				合計（実績額） ゴウケイジッセキガク								61,428		124,500		28,820		54,679		-		6,468		88,528		39,200		136,120		539,743





R3

				別紙様式1-①　事業実施計画書 ベッシヨウシキジギョウジッシケイカクショ

				保健所地域包括支援体制整備事業 ホケンショチイキホウカツシエンタイセイセイビジギョウ

				Ⅰ　事業実施計画書 ジギョウジッシケイカクショ

				保健所名 ホケンショメイ

				圏域名 ケンイキメイ

				担当者氏名 タントウシャシメイ

				電話 デンワ

				E-mail

				圏域における課題 ケンイキカダイ

				令和３年度保健所毎の実績 レイワネンドホケンショゴトジッセキ

				障害福祉圏域 ショウガイフクシケンイキ								乙訓 オトクニ		山城北 ヤマシロキタ				山城南 ヤマシロミナミ		南丹 ナンタン		中丹 チュウタン				丹後 タンゴ		精保セン セイホ

				保健所 ホケンショ								乙訓 オトクニ		山城北 ヤマシロキタ		綴喜分室		山城南 ヤマシロミナミ		南丹 ナンタン		中丹西 チュウタンニシ		中丹東 チュウタンヒガシ		丹後 タンゴ		精保セン セイホ

				広域振興局　地域連携・振興部総務防災課 コウイキシンコウキョクチイキレンケイシンコウブソウムボウサイカ

				事業メニュー ジギョウ

				①  保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置 ホケンイリョウフクシカンケイシャキョウギバセッチ								○		○		○		○		○		○		○		○

				②　普及啓発に係る事業 フキュウケイハツカカワジギョウ								○

				③　精神障害者の家族支援に係る事業 セイシンショウガイシャカゾクシエンカカワジギョウ																		○		○				○

				④　精神障害者の住まいの確保支援に係る事業 セイシンショウガイシャスカクホシエンカカワジギョウ																						○

				⑤　ピアサポートの活用に係る事業

				⑥　アウトリーチ支援に係る事業 シエンカカワジギョウ								○		○												○

				⑦　措置入院者及び緊急措置入院者の退院後の医療等の継続支援に係る事業 ソチニュウインシャオヨキンキュウソチニュウインシャタイインゴイリョウトウケイゾクシエンカカワジギョウ																		○		○

				⑧　構築推進サポーターの活用に係る事業 コウチクスイシンカツヨウカカワジギョウ

				⑨　精神医療相談に係る事業 セイシンイリョウソウダンカカワジギョウ								○						○

				⑩　医療連携体制の構築に係る事業 イリョウレンケイタイセイコウチクカカワジギョウ																○

				⑪　精神障害者の地域移行・地域定着関係職員に対する研修に係る事業										○						○		○		○				○

				⑫　入院中の精神障害者の地域生活支援に係る事業

				⑬　地域包括ケアシステムの構築状況の評価に係る事業

				⑭　その他（地域包括ケアシステムの構築に資する事業）										○				○

				07報償費 ホウショウヒ								59,000		41,300						29,500										129,800

				08旅費 リョヒ								2,860		-		-		1,020								39,200				43,080

				10需用費 ジュヨウヒ								77,920		36,712		20,000		18,678		46,269		16,610		30,000		-				246,189

				11役務費 エキムヒ										9,000		10,000		30,000						20,000		7,056				76,056

				13使用料及び賃借料 シヨウリョウオヨチンシャクリョウ												6,600		6,430										22,512		35,542

				18負担金 フタンキン																						23,000				23,000

				合計（実績額） ゴウケイジッセキガク								139,780		87,012		36,600		56,128		75,769		16,610		50,000		69,256		22,512		553,667





R2

				別紙様式1-①　事業実施計画書 ベッシヨウシキジギョウジッシケイカクショ

				保健所地域包括支援体制整備事業 ホケンショチイキホウカツシエンタイセイセイビジギョウ

				Ⅰ　事業実施計画書 ジギョウジッシケイカクショ

				保健所名 ホケンショメイ

				圏域名 ケンイキメイ

				担当者氏名 タントウシャシメイ

				電話 デンワ

				E-mail

				圏域における課題 ケンイキカダイ

				令和２年度保健所毎の実績 レイワネンドホケンショゴトジッセキ

				保健所 ホケンショ								乙訓 オトクニ		山城北 ヤマシロキタ		綴喜分室		山城南 ヤマシロミナミ		南丹 ナンタン		中丹西・東 チュウタンニシヒガシ		丹後 タンゴ		精保セン セイホ

				広域振興局　地域連携・振興部総務防災課 コウイキシンコウキョクチイキレンケイシンコウブソウムボウサイカ

				事業メニュー ジギョウ

				①  保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置 ホケンイリョウフクシカンケイシャキョウギバセッチ								○		○		○		○		○		○		○

				②　普及啓発に係る事業 フキュウケイハツカカワジギョウ								○				○		○

				③　精神障害者の家族支援に係る事業 セイシンショウガイシャカゾクシエンカカワジギョウ														○				○

				④　精神障害者の住まいの確保支援に係る事業 セイシンショウガイシャスカクホシエンカカワジギョウ														○						○

				⑤　ピアサポートの活用に係る事業										○

				⑥　アウトリーチ支援に係る事業 シエンカカワジギョウ										○

				⑦　措置入院者及び緊急措置入院者の退院後の医療等の継続支援に係る事業 ソチニュウインシャオヨキンキュウソチニュウインシャタイインゴイリョウトウケイゾクシエンカカワジギョウ														○

				⑧　構築推進サポーターの活用に係る事業 コウチクスイシンカツヨウカカワジギョウ																				○

				⑨　精神医療相談に係る事業 セイシンイリョウソウダンカカワジギョウ

				⑩　医療連携体制の構築に係る事業 イリョウレンケイタイセイコウチクカカワジギョウ																○

				⑪　精神障害者の地域移行・地域定着関係職員に対する研修に係る事業

				⑫　入院中の精神障害者の地域生活支援に係る事業

				⑬　地域包括ケアシステムの構築状況の評価に係る事業																○

				⑭　その他（地域包括ケアシステムの構築に資する事業）																		○		○

				07報償費 ホウショウヒ								29,500										17,700						47,200

				08旅費 リョヒ								1,720																1,720

				10需用費 ジュヨウヒ								5,740		19,030		20,000		9,509		58,946		27,280		-		99,748		240,253

				11役務費 エキムヒ												30,000		10,000		3,300		12,720						56,020

				13使用料及び賃借料 シヨウリョウオヨチンシャクリョウ								3,240						3,180				24,640				12,800		43,860

				18負担金 フタンキン														1,000										1,000

				合計（実績額） ゴウケイジッセキガク								40,200		19,030		50,000		23,689		62,246		82,340		-		112,548		390,053





R1 (2)

				別紙様式1-①　事業実施計画書 ベッシヨウシキジギョウジッシケイカクショ

				保健所地域包括支援体制整備事業 ホケンショチイキホウカツシエンタイセイセイビジギョウ

				Ⅰ　事業実施計画書 ジギョウジッシケイカクショ

				保健所名 ホケンショメイ

				圏域名 ケンイキメイ

				担当者氏名 タントウシャシメイ

				電話 デンワ

				E-mail

				圏域における課題 ケンイキカダイ

				令和元年度保健所毎の実施事業 レイワモトネンドホケンショゴトジッシジギョウ

				保健所 ホケンショ								乙訓 オトクニ		山城北 ヤマシロキタ		綴喜分室		山城南 ヤマシロミナミ		南丹 ナンタン		中丹西 チュウタンニシ		中丹東 チュウタンヒガシ		丹後 タンゴ		精保セン セイホ

				事業メニュー ジギョウ

				①　精神障害者の住まいの確保支援に係る事業 セイシンショウガイシャスカクホシエンカカジギョウ

				②　ピアサポートの活用に係る事業 カツヨウカカジギョウ																		○

				③　アウトリーチ支援に係る事業 シエンカカジギョウ

				④　措置入院者及び緊急措置入院者の退院後の医療等の継続支援に係る事業

				⑤　入院中の精神障害者の地域移行に係る事業 ニュウインチュウセイシンショウガイシャチイキイコウカカジギョウ																○		○		○		○

				⑥　精神障害者の家族支援に係る事業 セイシンショウガイシャカゾクシエンカカジギョウ												○

				⑦　精神障害者の地域移行関係職員に対する研修に係る事業 セイシンショウガイシャチイキイコウカンケイショクインタイケンシュウカカジギョウ

				⑧　包括ケアシステムの構築状況の評価に係る事業 ホウカツコウチクジョウキョウヒョウカカカジギョウ

				⑨　普及啓発に係る事業 フキュウケイハツカカジギョウ								○								○

				⑩　その他（包括ケアシステムの構築に資する事業） タ														○		○

				⑪　地域の保健・医療・福祉の課題について協議するための体制整備事業								○		○		○		○		○		○		○		○

				08報償費 ホウショウヒ								65,000						-		-		23,600		17,700		-		-		106,300

				旅費 リョヒ								35,040		-		-		82,940		41,260		82,960		21,400		-		49,559		313,159

				需用費 ジュヨウヒ								-		117,879		-		5,696		126,574		40,000		30,900				69,559		321,049

				役務費 エキムヒ												-								30,000				255,532		30,000

				使用料及び賃借料 シヨウリョウオヨチンシャクリョウ								5,340						1,800		-				-				-		7,140

				負担金 フタンキン																										-

				合計（実績額） ゴウケイジッセキガク								105,380		117,879		-		90,436		167,834		146,560		100,000		-				777,648





R1

				別紙様式1-①　事業実施計画書 ベッシヨウシキジギョウジッシケイカクショ

				保健所地域包括支援体制整備事業 ホケンショチイキホウカツシエンタイセイセイビジギョウ

				Ⅰ　事業実施計画書 ジギョウジッシケイカクショ

				保健所名 ホケンショメイ

				圏域名 ケンイキメイ

				担当者氏名 タントウシャシメイ

				電話 デンワ

				E-mail

				圏域における課題 ケンイキカダイ

				令和元年度保健所毎の実施事業 レイワモトネンドホケンショゴトジッシジギョウ

				保健所 ホケンショ								乙訓 オトクニ		山城北 ヤマシロキタ		綴喜分室		山城南 ヤマシロミナミ		南丹 ナンタン		中丹 チュウタン		中丹東 チュウタンヒガシ		丹後 タンゴ

				事業メニュー ジギョウ

				①　精神障害者の住まいの確保支援に係る事業 セイシンショウガイシャスカクホシエンカカジギョウ

				②　ピアサポートの活用に係る事業 カツヨウカカジギョウ																		○

				③　アウトリーチ支援に係る事業 シエンカカジギョウ

				④　措置入院者及び緊急措置入院者の退院後の医療等の継続支援に係る事業

				⑤　入院中の精神障害者の地域移行に係る事業 ニュウインチュウセイシンショウガイシャチイキイコウカカジギョウ																○		○		○		○

				⑥　精神障害者の家族支援に係る事業 セイシンショウガイシャカゾクシエンカカジギョウ												○

				⑦　精神障害者の地域移行関係職員に対する研修に係る事業 セイシンショウガイシャチイキイコウカンケイショクインタイケンシュウカカジギョウ

				⑧　包括ケアシステムの構築状況の評価に係る事業 ホウカツコウチクジョウキョウヒョウカカカジギョウ

				⑨　普及啓発に係る事業 フキュウケイハツカカジギョウ								○								○

				⑩　その他（包括ケアシステムの構築に資する事業） タ														○		○

				⑪　地域の保健・医療・福祉の課題について協議するための体制整備事業								○		○		○		○		○		○		○		○

				報償費【謝金】 ホウショウヒシャキン								39,800						37,000		17,700		24,000		28,000		42,000		188,500

				旅費 リョヒ								10,000						43,000		10,000		32,000		10,000		25,000		130,000

				需用費 ジュヨウヒ								50,000		20,000		50,000		10,000		50,000		40,000		12,000				232,000

				役務費 エキムヒ												50,000								30,000				80,000

				使用料及び賃借料 シヨウリョウオヨチンシャクリョウ														10,000		20,000				20,000				50,000

				負担金 フタンキン																								-

				合計（申請額） ゴウケイシンセイガク								99,800		20,000		100,000		100,000		97,700		96,000		100,000		67,000		680,500





別紙様式①　事業実施計画書

				別紙様式①　事業実施計画書 ベッシヨウシキジギョウジッシケイカクショ

				平成3１年度　「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業（地域生活支援促進事業）」 ヘイセイネンドセイシンショウガイタイオウチイキホウカツコウチクスイシンジギョウチイキセイカツシエンソクシンジギョウ

								事前協議書 ジゼンキョウギショ

				自治体名・コード ジチタイメイ		自治体名 ジチタイメイ		京都府 キョウトフ		自治体コード ジチタイ		26

				部署名 ブショメイ		健康福祉部障害者支援課認定・精神担当 ケンコウフクシブショウガイシャシエンカニンテイセイシンタントウ

				担当者氏名 タントウシャシメイ		熊取谷　晶 クマトリタニアキラ

				電話 デンワ		075-414-4732

				E-mail		a-kumatoriya95@pref.kyoto.lg.jp

				Ⅰ　事業実施計画書 ジギョウジッシケイカクショ

				（１）　事前協議額について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ジゼンキョウギガク

				※支出予定額内訳書の合計金額に補助率１／２を掛けて、さらに千円未満の端数を切り捨てた額を記載すること。　　　								回答欄 カイトウラン

				事前協議額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ジゼンキョウギガク								Ⅰ（１）		1000						千円 センエン

				（２）　事業実施予定期間 ジギョウジッシヨテイキカン								回答欄 カイトウラン

				事業実施予定期間 ジギョウジッシヨテイキカン								Ⅰ（２）		平成31年（2019年）4月1日から ヘイセイネンネンガツニチ

														平成32年（2020年）3月31日まで ヘイセイネンネンガツニチ

				（３）　実施予定事業 ジッシヨテイジギョウ

				※実施予定の事業メニューに○を記入し、実施圏域名を記載すること。 ジッシヨテイジギョウキニュウジッシケンイキメイキサイ								回答欄 カイトウラン

				事業メニュー ジギョウ								○				実施圏域名 ジッシケンイキメイ

				①  保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置 ホケンイリョウフクシカンケイシャキョウギバセッチ								○				障害福祉圏域６圏域(丹後、中丹、南丹、乙訓、山城北、山城南） ショウガイフクシケンイキケンイキタンゴチュウタンナンタンオトクニヤマシロキタヤマシロミナミ

				②　精神障害者の住まいの確保支援に係る事業 セイシンショウガイシャスカクホシエンカカジギョウ

				③　ピアサポートの活用に係る事業 カツヨウカカジギョウ

				④　アウトリーチ支援に係る事業 シエンカカジギョウ

				⑤　措置入院者及び緊急措置入院者の退院後の医療等の継続支援に係る事業

				⑥　入院中の精神障害者の地域移行に係る事業 ニュウインチュウセイシンショウガイシャチイキイコウカカジギョウ

				⑦　精神障害者の家族支援に係る事業 セイシンショウガイシャカゾクシエンカカジギョウ								○				障害福祉圏域５圏域(丹後、南丹、山城北、乙訓、山城南） ショウガイフクシケンイキケンイキオトクニ

				⑧　精神障害者の地域移行関係職員に対する研修に係る事業 セイシンショウガイシャチイキイコウカンケイショクインタイケンシュウカカジギョウ

				⑨　包括ケアシステムの構築状況の評価に係る事業 ホウカツコウチクジョウキョウヒョウカカカジギョウ

				⑩　普及啓発に係る事業 フキュウケイハツカカジギョウ

				⑪　その他（包括ケアシステムの構築に資する事業） タ

				（４）　事業実施内容 ジギョウジッシナイヨウ

				※実施予定の事業メニュー毎に記載すること。
　 欄が足りない場合には、適宜追加すること。 ジッシヨテイジギョウゴトキサイランタバアイテキギツイカ

				事業名(①～⑪の番号とともに事業メニュー名を記載) ジギョウメイバンゴウジギョウメイキサイ				事業内容（具体的に） ジギョウナイヨウグタイテキ

				①　 保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置				障害福祉圏域（各保健所圏域）毎に保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置のための事業を実施
（具体的な事業は②～⑪を想定） ショウガイフクシケンイキカクホケンショケンイキゴトジギョウジッシグタイテキジギョウソウテイ

				⑦　精神障害者の家族支援に係る事業 セイシンショウガイシャカゾクシエンカカジギョウ				メリデン版訪問家族支援基礎研修（愛知県）等の保健所職員の派遣
ケアラーアセスメント票普及啓発事業 バンホウモンカゾクシエンキソケンシュウアイチケンナドホケンショショクインハケンヒョウフキュウケイハツジギョウ



実施する事業メニュー毎に作成する支出予定額内訳書の合計額の総合計を基に記載してください。

a-kumatoriya95@pref.kyoto.lg.jp



データ

		自治体名 ジチタイメイ		自治体コード ジチタイ		部署名 ブショメイ		担当者名 タントウシャメイ		電話 デンワ		E-mail		事前協議額（千円） ジゼンキョウギガクセンエン		事業実施予定期間 ジギョウジッシヨテイキカン				実施予定事業 ジッシヨテイジギョウ

																開始月日 カイシガツニチ		終了月日 シュウリョウガツニチ		①協議の場 キョウギバ		②住まい ス		③ピアサポート		④アウトリーチ		⑤措置入院退院後支援 ソチニュウインタイインゴシエン		⑥地域移行 チイキイコウ		⑦家族支援 カゾクシエン		⑧研修 ケンシュウ		⑨包括ケア評価 ホウカツヒョウカ		⑩普及啓発 フキュウケイハツ		その他 タ

		京都府		26		健康福祉部障害者支援課認定・精神担当		0		0		0		1000		平成31年（2019年）4月1日から		平成32年（2020年）3月31日まで		○		0		0		0		0		0		○		0		0		0		0





Check0000

		

		１．シートの存在チェック ソンザイ		NG

				不足シート名 フソクナ		不足表示用 フソクヒョウジヨウ

		データ		0		調査票

		調査票 チョウサヒョウ		調査票

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

		２．データシートのエラーチェック		OK

				エラーシート名 ナ		エラー表示用 ヒョウジヨウ

		データ				0

		シート追加メンテ時は、■を入力 ツイカジニュウリョク
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京都府

４ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築に資する取組の成果・効果

＜令和４年度までの成果・効果＞

課題解決の達成度を測る指標 目標値
（R4年度当初）

実績値
（R4年度末）

具体的な成果・効果

①長期入院患者等退院後支援事業（アウト
リーチ事業）において支援者数

10名 10名

・未治療１名、受療中断2名については保健所
や医療機関との連携による支援を実施

・長期入院者等については、ピアサポーターを
活用した7名の支援を実施

②措置入院患者等の退院後支援事業におけ
る支援計画の作成者数

未定 3名

・保健所が主体となり、「地方公共団体による精
神障害者の退院後支援に関するガイドライン」
に基づく支援を実施

③メリデン版訪問家族支援研修の受講者 1名派遣 1名 ・丹後保健所精神保健福祉相談員が受講

④１年以上の精神科病院在院患者数
（各年630調査）

2,440人
（R5年度）

2,667人
（R4年度）

・京都府第6期障害福祉計画の目標値

⑤入院後（3箇月・6箇月・1年時点）の退院率

69.1%以上
88.4%以上
93.1%以上
（R5年度）

61.4%
83.5%
92.0%

（R4年度）

・京都府第6期障害福祉計画の目標値

⑥ピアサポーター研修の修了者数 未定 67名
・府内の当事者、ピアサポーター、大学教員、事
業所と協力した国研修に準じた研修の実施

⑦こころのサポーター養成講座受講者 未定 75名
・こころの健康推進員養成講座・現任者研修を
活用し、こころのサポーター養成講座を実施



9

京都府

５ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた現時点における強みと課題

【特徴（強み）】
〇本庁主管課、精神保健福祉センター、府立病院（精神科）、各保健所に精神保健福祉相談員が配置されている
〇全障害福祉計画で、「協議の場」を設置しており、保健所地域包括ケア体制整備事業を活用した課題解決に向けた取組を実施
〇精神障害者家族等専門支援事業やピアサポート養成研修において、当事者・家族会と協働して実施できる体制がある

課題 課題解決に向けた取組方針 課題・方針に対する役割（取組）

都道府県、障害福祉圏域、市
町村毎の「協議の場」重層的
な連携による支援体制づくり
が必要

①障害福祉圏域毎の協議の場の設置の課
題について、保健所精神保健福祉業務会
議等で共有・分析

②モデル障害福祉圏域を本庁主管課や精
神保健福祉センターが技術援助し、横展開
を目指す

行政
課題解決のための重層的な連携による支援体
制のスキームづくり

医療 圏域の協議の場への積極的な参画

福祉 圏域の協議の場への積極的な参画

その他関係機関・住民等 協議の場への積極的な参画

行政

医療

福祉

その他関係機関・住民等

※指標設定が困難な場合は、代替指標や定性的な文言でも構いません。

課題解決の達成度を測る指標 現状値
（今年度当初）

目標値
（令和５年度末）

見込んでいる成果・効果

圏域ごとに設置した保健、医療、福祉の協議の
場について市町村にも設置を促す

６圏域
12市町村

６圏域
26市町村

圏域ごとに設置した保健、医療、福祉の協議の
場について市町村にも設置を促すとともに、市
町村や市町村設置の協議の場と連携して、圏
域の課題等に取り組む
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京都府

６ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築のための連携状況

【にも包括構築の体制】
各保健所が、精神保健福祉総合センター、精神科病院、相談支援事業所、市町村、当事者家族等が参画する協議会（協議の場）を設置
し連携をとりながら地域保健をベースににも包括の構築を推進

所管部署名 所管部署における主な業務

障害者支援課 精神保健福祉総合センターを設置

※各部門の状況はできるだけ詳しく記載ください

連携部署名 連携部署における主な業務

各部門の連携状況 強み・課題等

保健

各保健所において障害者自立支援協議会精神障害者
部会等を活用した協議の場を設置し、各圏域の課題を
踏まえ、家族支援、アウトリーチ支援、地域移行、住ま
いの確保、普及啓発等を実施

各圏域における地域課題等について情報共有を行い、多数の
参加者が各自の取組について説明し、今後について検討・共有
することができている。

医療

上記協議の場に管内精神科病院の精神科医師や看護
師が参加している

病院関係者と行政の間で、情報交換や意思疎通がスムーズに
実施できる。医療関係者が出席していない圏域があるため、す
べての圏域において協議の場に医療関係者が参画できるように
する必要がある。

福祉
上記協議の場に相談支援事業所等が参加している 病院関係者と行政の間で、情報交換や意思疎通がスムーズに

実施できる。

その他関係機関・住民等
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京都府

７ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築のための協議の場の実施状況

【その他事項】 ※協議の場運営における課題や悩んでいる点、アドバイザーに相談したい事項など、自由に記載ください

名称 協議の場の構成員 開催頻度 実施内容 特記事項等
（課題・強み等）

乙訓圏域障害者自
立支援協議会

精神保健福祉士、社会福祉士、
家族、障害福祉事業所職員、行
政職員、保健所

4回/年
地域生活を円滑かつ充実させるためのメニューに
ついて、ニーズ調査をもとに乙訓圏域に必要な地
域内居場所について検討

山城北圏域障害者
自立支援協議会

相談支援事業所、精神科医師、
医療機関PSW、就労支援事業所、

精神保健福祉総合センター、保
健所、市町

1回/年 地域精神医療と地域包括ケアについて協議

山城南圏域障害者
自立支援協議会

相談支援事業所、地域生活支援
拠点事業者、圏域ゼネラルケア
マネージャー、市町村、保健所

4回/年
地域生活支援拠点、精神障害者及び家族の宿泊
体験・居場所、緊急時の精神医療対応等について
検討

南丹圏域障害児者
総合支援ネット
ワーク精神部会

精神保健福祉士、就労支援事業
所、社会福祉士、保健師、市町、
保健所、GM

3回/年 情報共有、地域課題と具体的な取組を協議

中丹圏域障害者自
立支援協議会精神
障害部会（全体会）

相談支援事業所、精神科病院
（地域移行支援担当者）、市町村、
保健所

4回/年 地域で生活する精神障害者及び家族への支援、
暮らしを支える職員のスキルアップ

丹後圏域障害者自
立支援協議会精神
保健福祉部会

医療機関PSW、訪問看護ステー

ション、相談支援事業所、市町、
保健所

3回/年 地域課題の共有と具体的な取組について協議
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京都府

８
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた
今年度の取組スケジュール

時期（月） 実施する項目 実施する内容

７～８月

９月14日・15
日

未定

保健所地域包括ケア体制
整備事業について各保健
所からの申請を開始

家族支援実践研修会

ピアサポート養成専門研
修の開催

保健所の事業計画書に基づき公所配当

精神保健福祉センターの実践研修として、家族会と協力して
実施
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